
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

五
一
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

五
一
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

五
一
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

五
一
四

告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
四
年
十
一
月
七
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
四
年
十
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

医
療
法
人
伸
裕
会
渡
辺
病
院

相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
字
原
九
二

令
和
七
年
一
一
月
六
日

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
一
項
の
新
設
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
四
年

十
一
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産

業
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ス
ポ
郡
山

福
島
県
郡
山
市
南
二
丁
目
一
二
番
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

以
下
の
事
項
に
つ
い
て
留
意
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

１

防
犯
対
策
へ
の
協
力

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
「
郡
山
市
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
施
行
し
て
い
ま

す
。
こ
の
条
例
で
は
、
市
、
市
民
、
事
業
者
、
土
地
所
有
者
等
（
土
地
又
は
建
物
そ
の
他
工
作
物

を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
も
の
を
言
い
ま
す
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
担
い
、
密
接
に
連
携

を
図
り
な
が
ら
犯
罪
の
防
止
に
配
慮
し
た
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
を
基
本

理
念
の
一
つ
と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
事
業
者
は
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
、
犯
罪
の
防
止
の
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
に
努
め
、
土
地
所
有
者
等
は
、
犯
罪
の
防
止
に
配
慮
し
た
環
境
の

確
保
に
努
め
て
い
た
だ
き
、
市
の
防
犯
対
策
へ
の
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

２

街
並
み
づ
く
り
等
へ
の
配
慮
等

敷
地
内
に
お
け
る
全
て
の
屋
外
広
告
物
の
表
示
面
積
合
計
が
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場

合
は
、
屋
外
広
告
物
許
可
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
（
他
法
令
で
義
務
付
け
が
あ
る
も
の
は
除

外
）

３

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

原
動
機
の
定
格
出
力
が
七
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
空
気
圧
縮
機
、
送
風
機
又
は
冷
凍
機
を
設

置
す
る
際
は
、
騒
音
規
制
法
、
振
動
規
制
法
又
は
福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
に

基
づ
く
事
前
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
届
出
（
規
制
）
対
象
外
の
施
設
で
あ
っ
て
も
、
騒
音
に
よ
り
周
辺
住
民
の
生
活
環
境
に

被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
施
設
の
設
置
場
所
や
騒
音
の
低
減
に
つ
い
て
配
慮
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

田
地
区
に
係
る
県
営
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
の
土

地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
十
一
月
九
日
か
ら

（
二
十
日
間
）

同

月
二
十
八
日
ま
で

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三

縦
覧
の
場
所

い
わ
き
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線
名

区

間

変
更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
石
川

石
川
郡
石
川
町
大
字
双
里

変
更
前

Ａ

六
・
五
～

三
一
・
四

鴇
子
線

字
神
主
一
七
番
二
地
先
か

一
二
・
一

ら同

郡
同

町
大
字
双
里

字
神
主
三
〇
番
一
地
先
ま

で石
川
郡
石
川
町
大
字
双
里

変
更
後

Ａ

六
・
五
～

三
一
・
四

字
神
主
一
七
番
二
地
先
か

一
二
・
一

ら同

郡
同

町
大
字
双
里

字
神
主
三
〇
番
一
地
先
ま

で石
川
郡
石
川
町
大
字
双
里

Ｂ

八
・
八
～

四
六
五
・
二

字
双
里
五
番
一
地
先
か
ら

五
二
・
三

同

郡
同

町
大
字
双
里

字
神
主
一
七
番
二
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更

前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線

名

区

間

変
更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
須
賀

本
宮
市
本
宮
字
弁
天
七
三

変
更
前

Ａ

七
・
四
～

一
九
三
・
一

川
二
本
松

番
三
地
先
か
ら

一
四
・
二

線

同

市
本
宮
字
坊
屋
敷
二

二
〇
番
四
三
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

七
・
四
～

一
九
三
・
一

一
四
・
二

Ｂ

七
・
四
～

一
八
〇
・
一

四
二
・
二

（
道
路
計
画
課
）
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